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はじめに 

 

 

我が国の国際放送は、昭和１０年に開始され、平成２７年で放送開始８０年となる。

この８０年でグローバル化や情報通信分野の技術革新が進展し、国際情報発信の手段

も、短波ラジオからテレビ、そしてインターネットの利用と時代とともに変化してき

た。我が国の国際放送は、これまでＮＨＫが主となって取り組んできたところであり、

ＮＨＫでは、このような環境変化に応じて、平成７年にテレビ国際放送を開始、平成

２１年にテレビ国際放送の強化やインターネットによるライブストリーミングを開

始するなど、その時代に則した国際情報発信を目指して取組を進めてきた。 

現在、ラジオ国際放送（ＮＨＫワールド・ラジオ日本）、テレビ国際放送（ＮＨＫ

ワールドＴＶ（外国人向け）、ＮＨＫワールド・プレミアム（邦人向け））が行われて

いる。このうち、ＮＨＫの外国人向けのテレビ国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ）の充

実・強化については、これまでも様々な検討や取組が行われてきているところである

が、近年の国際情勢や我が国を巡る状況、諸外国のテレビ国際放送の強化の動向、情

報通信技術の革新、ＢＢＣやＣＮＮ等と比較した認知度等の状況などを鑑みると、一

層の充実・強化が望まれる状況にある。 

こうした中、我が国の総合的な情報発信強化等に資するべく、日本再興戦略（平成

２５年６月閣議決定）に基づく国家戦略として、「放送コンテンツの海外展開」の充

実に向けた取組も進められている。 

以上のような状況を踏まえ、「ＮＨＫ海外情報発信強化に関する検討会」（以下「検

討会」という。）は、平成２６年８月に発足し、日本の情報発信力を高め、その魅力

や考え方を広めて日本に対する理解を深めてもらう観点等から、ＮＨＫの外国人向け

テレビ国際放送の充実・強化等を図るための実施体制や財源等及び、放送コンテンツ

の海外展開に向けた取組と相まった海外情報発信強化について検討してきた。 

 

本検討会では、発足以降これまで７回にわたり会合を重ね、その間、構成員及び関

係者等によるプレゼンテーションやこれに基づく議論等を行ってきたところである

が、今般、これまでの検討状況を中間報告として取りまとめた。 
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Ⅰ 現状 

ＮＨＫによる海外情報発信の現状について、「実施体制（放送、インターネット

の活用、受信環境整備、認知度等）」、「財源」、「ＮＨＫ・ＪＩＢの役割・組織の在

り方」、「コンテンツの海外展開」などの観点から、総務省、ＮＨＫなどの関係者か

ら数度にわたりヒアリングを行い、取りまとめた結果は次のとおりである。 

 

 

１ 外国人向けテレビ国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ） 

ＮＨＫは、放送法に基づき、必須業務として、ラジオ国際放送（ＮＨＫワール

ド・ラジオ日本）、テレビ国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ（外国人向け）、ＮＨＫ

ワールド・プレミアム（邦人向け））を実施しているが、ＮＨＫによる海外情報発

信強化の観点では、特に、外国人向けテレビ国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ）の

役割が重要となっている。その実施体制等の現状は以下のとおりである。 

 

（１）実施体制 

ＮＨＫの組織体制は、参考１のとおり（職員数は、1 万２９２人（平成２６年

度））となっており、このうち、ＮＨＫワールドＴＶを含めた国際放送は、放送総

局の中の国際放送局が中心となり実施しており、国際放送局の職員数は１８６名

（平成２６年度）である。 

ＮＨＫの海外取材体制については、国内放送・国際放送の両方に対応するため

に２８の海外総局及び支局が置かれ、約８０名の特派員を配置（平成２６年４月）

している。国際放送を専門に担当する特派員はおらず、リサーチャーを北京とバ

ンコクに配置している。（※別紙１－２参照） 

また、ＮＨＫの放送番組の二次利用（海外への番組販売を含む。）は、ＮＨＫの

子会社等が実施しており、ＮＨＫ本体では主に関連事業局が所管している。 

職員採用については、国際放送に限定した職員採用は行っておらず、国際放送

局への異動は、本部部局や全国の地域放送局で記者・ディレクター・アナウンサ

ー等の各職種の基本業務に従事後、本人の希望や語学力等の適性を考慮して行っ

ている。 

さらに、ＮＨＫ職員や子会社のほか、海外メディア機関からの招へいやフリー

ランス等、外部スタッフも国際放送業務に従事している。（※別紙１－３参照） 

ＮＨＫワールドＴＶの送信業務と番組制作の一部は、放送法に基づくＮＨＫの

法定子会社（株式会社日本国際放送（ＪＩＢ））が担当している。ＪＩＢの社員は

６１名（このほか、常勤役員３名）となっている。 

ＮＨＫワールドＴＶの情報番組の制作については、ＮＨＫ国際放送局が、現在、

ＪＩＢ（１０タイトル）のほか、ＮＨＫエンタープライズ（９タイトル）、ＮＨＫ

グローバルメディアサービス（９タイトル）、ＮＨＫエデュケーショナル（５タイ

トル）等に委託している。 
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（参考１）ＮＨＫの組織体制 

 
※詳細は別紙１－１参照 

 

 

（参考２）ＮＨＫの海外取材拠点（総局：４か所、支局：２４か所）（Ｈ２６．１１月現在） 

 

 
（参考３）株式会社日本国際放送（ＪＩＢ）組織体制（役員のほか、社員 61名） 

 

 
 

※詳細は別紙１－４参照 

  

ロサンゼルス ●
ワシントン●

アメリカ総局
（ニューヨーク）

●

サンパウロ ●

★
ＮＨＫ放送センター

ウラジオストク
●

中国総局
（北京）
●
ソウル●

上海●

広州●
●ハノイ

●台北

●マニラ

●シンガポール

●ジャカルタ

ニューデリー
●

イスラマバード
●

テヘラン
●

ドバイ●

●エルサレム
カイロ●

●ヨハネスブルク

モスクワ
●ロンドン

●
●

ヨーロッパ総局
（パリ）

●
アジア総局
（バンコク）

シドニー ●

ベルリン
●
●ウィーン

●総局・・・ ４か所
●支局・・・２４か所
特派員 およそ８０名

社 長

取締役 取締役

第１制作部 第２制作部 メディア
ソリューション部

編成・ニュース
制作部

経営企画室
（国際放送番組
の企画・制作）

（自主放送）
（受信環境整備）

１０名程度
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（参考４）ＪＩＢの概要 

外国人向けテレビ国際放送の業務を円滑に遂行するためのＮＨＫの子会社。 

平成２０年４月に設立され、ＮＨＫのほか、民間からも出資。 

主な事業内容は次のとおり。 

・テレビ国際放送向け番組の企画・制作 

・配信ルートの整備（ＮＨＫワールドＴＶ／ｊｉｂｔｖ、ＮＨＫワールド・プ

レミアム） 

・テレビ国際放送の編成・送出実務及びニュース編集 

・インターネットを活用した海外向けテレビ国際放送の送信 

・衛星放送を使用したＪＩＢ独自放送番組のテレビ国際放送 

・日本のコンテンツのアジア等での展開 など 

 

 

① 放送 

現在、ＮＨＫは、次の２つのテレビ国際放送を実施している。 

ⅰ） ＮＨＫワールドＴＶは、外国人向けのテレビ国際放送であり、１チャンネ

ルで英語のみでの放送を実施している。６時間を１サイクルとして、１日４

回放送しており、１サイクルは、前半３０分（土日は１０分）がニュース、

後半３０分（土日は５０分）が情報番組で構成され、２４時間放送されてい

る。このうち、情報番組については、平成２５年度は３４番組だったが、平

成２６年度には４３番組に拡充している（注）。 

（注）国際的な評価の高まる日本文化を紹介する番組、日本の国際貢献の最前線

を伝える番組などを新設。 

 

（参考５）衛星によるＮＨＫワールドＴＶの放送（Ｈ２６．８月末現在） 

 

 

 
※詳細は別紙２－１参照 

 

SES4
SES5
EutelSat 36A
EutelSat 16A

EutelSat Hot Bird 13D
EutelSat 28A
Astra 1KR

IS-12
Insat 4B

IS-21IS-20 IS-19

AsiaSat7
AMC 4

JCSAT-4B
Palapa-D
Vinasat 1
NSS-11

Optus-D3

Amos2 
Nilesat201
Turksat2A

EutelSat 36B

Koreasat6
AsiaSat 4

Astra 4A

Apstar-7
Vinasat 2
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（参考６）ＮＨＫワールドＴＶの構成 

 

※詳細は別紙２－２参照 

 

 ⅱ） ＮＨＫワールド・プレミアム（邦人向け）は、１チャンネルで日本語に

よる放送（一部番組は英語の副音声あり）を実施している。 

ニュース・情報番組に加え、ドラマ、音楽番組など幅広い分野の番組を、

国内の４チャンネル（ＮＨＫ総合、ＮＨＫ教育（Ｅテレ）、ＮＨＫ ＢＳ1及

びＮＨＫ ＢＳプレミアム）から抜粋し、２４時間編成されている。 

 

 

② インターネット活用 

ＮＨＫワールドＴＶの放送番組については、テレビ国際放送（放送波）のほか、

インターネットを活用し、ＮＨＫワールド・オンライン（ＮＨＫの国際放送のホ

ームページ）として海外への情報発信を行っている。 

具体的には、現在、放送と同時のライブストリーミングを配信しているほか、

放送済みの一部ニュース（映像・テキスト）を提供しており、また、スマートフ

ォン・タブレット向けにはＮＨＫワールドＴＶを視聴するための無料アプリを提

供している。これらのＮＨＫワールドＴＶのインターネット活用業務は、国際放

送局内の数名の職員とＮＨＫの職員でない外部スタッフにより行われている。 

その利用状況は、平成２６年４月からの３か月間でライブストリーミングの視

聴回数が約３５６万回であり、ＮＨＫワールド・オンラインは月間約１０００万
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のページビューである。また、ＮＨＫワールドＴＶ視聴用のスマートフォン・タ

ブレット向けアプリの累積ダウンロード数は、約２３５．８万となっている（平

成２６年６月末現在）。 

  ※ 詳細は別紙３参照  

 

（参考７）諸外国のテレビ国際放送のインターネット配信 

ＢＢＣ、フランス２４、ＣＣＴＶなどでは、自らのホームページ経由のほか、

ライブステーション等の外部プラットフォーム経由でも、放送と同時のライブ

ストリーミング配信を実施している。 

 

（参考８）ＮＨＫワールドＴＶの放送番組のインターネットによる放送との同時配

信とＮＨＫの業務との関係 

これまで、ＮＨＫワールドＴＶの放送番組のインターネットによる放送との

同時配信は、ＮＨＫの附帯業務として実施してきたが、平成２６年放送法改正

により、インターネット活用業務が拡大され、放送法第２０条第２項第２号の

業務として位置付けられることとなった。 

 

③ 受信環境整備 

ＮＨＫワールドＴＶは、これまで、一般家庭において簡易に視聴可能となるよ

う、世界各地域においてより小さなアンテナで視聴可能な衛星による放送や現地

のケーブルテレビへの配信などの取組を進めてきたところである。 

その結果、ＮＨＫワールドＴＶは、衛星・ケーブルテレビ等を通じて、 

約１５０の国・地域において、約２億８０００万世帯（一部時間帯で視聴可能な

世帯を含む。２４時間視聴可能世帯は約２億世帯）が視聴可能となっている。 

受信環境の整備については、ＮＨＫの子会社である株式会社日本国際放送（Ｊ

ＩＢ）が担当している。ＪＩＢは、１０人程度の体制で、世界各地のコンサルタ

ント・弁護士（１０ヵ所）、現地代理店（７社）を通じて、世界各地の衛星・ケー

ブルテレビ等への配信経路を整備している。 

 

  ※ 詳細は別紙４－１、２参照 

 

（参考９）受信環境整備の体制 

 
 

ＮＨＫワールドＴＶの日本国内での受信環境の整備については、平成２３年以
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降、ＮＨＫワールドＴＶの放送番組を国内のケーブルテレビ事業者等に対し、放

送と同時に提供する業務を、総務大臣の認可を受けて期限付きで実施してきたが、

平成２６年放送法改正により、外国人向けテレビ国際放送の放送番組の国内提供

業務を恒常化した。現在、このような制度の下、ＮＨＫは、２２の国内放送事業

者に対しＮＨＫワールドＴＶの番組提供を行い、平成２６年１０月現在、 

約４７０万世帯（注：うち約３００万世帯は、Ｊ：ＣＯＭによる深夜帯のみの放

送。）において視聴可能となっている。 

 

  ※詳細は別紙４－３参照 

 

また、受信環境整備だけでなく、ＮＨＫワールドＴＶが視聴者に認知され、実

際の視聴に結びつけるために、ＮＨＫワールドＴＶのプロモーションにも取り組

んでいる。具体的には、世界で開催されるコンベンション、国際見本市、文化イ

ベントに参加（平成２６年度は約４０）し、ＮＨＫワールドＴＶのプロモーショ

ンを実施している。 

近年、ＮＨＫでは、積極的にＮＨＫワールドＴＶのプロモーション活動を実施

しており、総務省も予算において後押しをするなど、着実な取組が進められてい

る。 

 

（参考１０）諸外国のテレビ国際放送の視聴可能世帯数 

ＢＢＣ：約３億６０００万世帯 

フランス２４：約２億５０００万世帯 

ＣＣＴＶ（ＣＣＴＶ－Ｎｅｗｓ）：約８５００万世帯 

※詳細は別紙４－４参照 

 

（参考１１）プロモーション活動の例 

・ ＰＢＳ年次総会（サンフランシスコ）、桜祭り（ワシントン）、ジャパン・

エキスポ（パリ）など世界で開かれる約４０のイベント等においてプロモー

ション活動を実施。 

※詳細は別紙４－５参照 

 

・ プロモーションビデオ（複数言語の字幕をつけて外国放送事業者１６０社

以上に送付）、マンスリーハイライト（地域に合わせて時間帯別に番組情報を

制作して、１４０社以上に送付。スペイン語版、ポルトガル語版も制作し、

１５０社以上に送付。） 

※詳細は別紙４－６参照 

 

・ 訪日外国人へのＰＲのため、成田空港に大型看板を設置。また出発ゲート

のモニターでＮＨＫワールドＴＶを放映。 

 

・ ＪＡＬ／ＡＮＡの国際線の機内上映システムでスポットを流しＰＲ。 
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④ 認知度等 

ＮＨＫワールドＴＶの受信環境を整備し、放送するだけでなく、視聴者に認知

され、実際に視聴してもらうことが重要である。このため、ＮＨＫでは、毎年、

ＮＨＫワールドＴＶの視聴実態調査を実施して、諸外国におけるＮＨＫワールド

ＴＶの認知度の調査を行っている。 

この調査結果では、アジアにおいては一定の認知度があるものの、欧米におい

ては認知度は低い状況となっている。 

 

（参考１２）ＮＨＫワールドＴＶの認知度（平成２５年 ＮＨＫ調査より） 

 ＮＨＫワールドＴＶ ＢＢＣ ＣＮＮ ＣＣＴＶ アルジャジーラ 

イギリス 7.8% 85.9% 74.3% 30.8% 46.0% 

ワシントン 10.8% 80.6% 61.7% 15.7% 53.1% 

シンガポール 39.7% 76.8% 77.6% 59.3% 18.4% 

（注）ＮＨＫでは、受信環境整備等の参考とするため、ＮＨＫワールドＴＶを

自宅で視聴できる人１０００人程度を対象に、認知度や視聴頻度などを

独自に調査している。 

※詳細は別紙５参照 

 

 

（２）財源 

ＮＨＫの国際放送の経費は、主に受信料を財源としている。ＮＨＫの受信料収

入は、２０００年以降、ほぼ横ばいである一方、国際放送の経費は倍増となって

おり、２０１０年以降は、特にテレビ国際放送を強化してきている。 

その結果、国際放送関係経費（人件費、減価償却費含む。）のＮＨＫ受信料収入

に対する比率はおおむね３％程度となっている。（国際放送関係経費２１４億円／

受信料収入６４２８億円＝３．３％）（２０１４（平成２６）年度予算） 

 

（参考１３）ＮＨＫ受信料収入に占める国際放送関係経費の割合の推移 

 
※詳細は別紙６－１参照 
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（参考１４）受信料を国際放送の財源とする理由 

受信料は、放送サービスの対価ではなく、公共放送としてＮＨＫを維持運営

するため、特別に制度化された国内受信者の「特殊な負担金」と解されている。

国際放送は、ＮＨＫの必須業務であり、ＮＨＫが公共放送として果たすべき基

本的使命の一つであることから、従来から、国際放送の経費についても、受信

料が充てられている。 

 

（参考１５）要請放送交付金 

放送法第６５条第１項では「総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項

（邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、

国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るもの

に限る。）その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うこ

とを要請することができる。」とし、同法第６７条第１項では「第６５条第１項

の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用（中略）

は、国の負担とする」と規定している。このため、国として要請放送交付金を

予算計上している。平成２６年度予算額は、テレビ国際放送の要請放送交付金

は、２４．９億円となっている。 

 

※詳細は別紙６－２参照 

 

（３）ＮＨＫ・ＪＩＢの役割・組織の在り方 

ＪＩＢは、ＮＨＫの外国人向けテレビ国際放送の番組制作において新たな能力

を活用するとともに、併せてそのノウハウを蓄積することを目的として、ＮＨＫ

の国内番組制作・送信とは別の専門組織として、平成１９年放送法改正を受けて

設立された。 

具体的には、ＪＩＢは、放送法の規定に基づきＮＨＫから委託を受けて、①Ｎ

ＨＫワールドＴＶの放送番組の制作業務、②ＮＨＫワールドＴＶの送信業務を実

施している。 

 

（参考１６）ＮＨＫから関連団体への委託 
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これらの法定業務のほか、自主事業として、ＮＨＫワールドＴＶ関連では外国

のケーブルテレビ局等を通じた受信環境整備、プロモーション、インターネット

発信を行っており、また、ＮＨＫワールドＴＶ関連以外では、定時枠における独

自番組の調達・制作を行っている。さらに、ＪＩＢは、アジアにおけるコンテン

ツ展開を行っており、例えばミャンマーにおいてＮＨＫの国内ドラマを現地語に

より放送するなど、後述のＮＨＫ番組のコンテンツ海外展開の実施主体としての

役割も担っている。 

事業収支は、平成２５年度決算では２．５億円の黒字となっているが、その収

入構造は、ＮＨＫからの委託業務関連の売上が９割以上を占めている。 

なお、ＪＩＢの受信環境整備のための海外拠点は、現地代理店・コンサルタン

トを活用している。 

 

 

（参考１７）ＪＩＢの事業収支 

 
※詳細は別紙７参照 

 

 

（参考１８）ＪＩＢが契約している現地代理店・コンサルタントがある国・地域 

 

弁護士・コンサルタント等

代理店

ニューヨーク

韓国

台湾

タイ

マレーシア

ワシントン

インド
メキシコ

フランス

イギリス

ロシア

ニュージーランド

ブラジル

ニュー
ジャージー

オランダ

ベトナム

フィリピン

JIB
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２ コンテンツ海外展開 

我が国の自然・文化や社会・経済・先端技術、様々な地域の魅力を伝える放送コ

ンテンツを継続的に海外に発信していくことは、諸外国の我が国に対する理解の増

進、ビジットジャパン、クールジャパンに代表されるような人々や文化の交流、さ

らには、物流の拡大、そしてそうした中での地方再生・地域活性化にも資するもの

である。 

一方、日本のコンテンツ産業は米国に次ぐ世界第２位の規模だが、海外輸出比率

は５％程度にとどまっている状況にある。１位のアメリカは約１７％であり、逆に

言えば、まだ３倍以上海外展開できる伸びしろがあると言える。 

このような状況を踏まえ、放送コンテンツの海外展開について、政府全体の戦略

（「日本再興戦略」）として、「２０１８年度までに放送コンテンツ関連海外市場売

上高を現在の約３倍に増加させる。」との目標を掲げているところである。 

このような中、平成２５年８月、放送コンテンツの海外展開をサポートする官民

連携組織「一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構（ＢＥＡＪ（ビージェイ））」

が設立されたところであり、現在、ＢＥＡＪをはじめとする関係機関（日本政府観

光局（ＪＮＴＯ）、クールジャパン機構、国際交流基金等）がよく連携し、オール

ジャパン体制でコンテンツ海外展開を促進することにより、国家戦略としての「観

光客の誘致」や「産業の活性化」、「地方の創生」に寄与するとともに、国際社会に

貢献・寄与することを目指しているところである。 

 

（参考１９）一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構（ＢＥＡＪ） 

目的：放送コンテンツの海外展開により、クールジャパン戦略やビジットジャパン戦略をは

じめとする国家戦略に基づく日本の成長の促進に寄与すること 

設立：平成２５年８月２３日 

※詳細は別紙８－１参照 

 

（参考２０）ＢＥＡＪを通じた放送コンテンツの海外展開 

「放送コンテンツ海外展開強化促進モデル事業（平成２５年度補正予算）」の一

環として、ＡＳＥＡＮ６か国（フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ、

ベトナム、ミャンマー）の地上波テレビの効果的な放送枠を確保し、日本の放送

コンテンツを継続に発信するモデル事業を実施。 

※詳細は別紙８－２参照 

 

 

平成２５年度の日本の放送コンテンツ関連海外市場売上高は約１０６億円（うち

番組放送権の輸出額は約６２億円）となっており、その内訳については、次のとお

りである。 

・ ジャンル別では、アニメが約５割を占め、次いでドラマ、バラエティ、ドキュ

メンタリーという構成である。 

・ 輸出先別では、アジアが約６割を占め、ついで北米、ヨーロッパ、中南米とい

う構成となっており、特にアジアでは台湾や香港など東アジアが中心である。 

・ 主体別では、放送事業者が約７割を占めているが、ローカル局の比率は全体の
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１％程度である。 

なお、ＮＨＫの関連海外輸出額は、平成２５年度は約９億円となっている。 

 

 

（参考２２）放送コンテンツの海外展開の概要 

 

 
（参考２３）「日本再興戦略」改定２０１４（平成２６年６月２４日閣議決定） 

（放送コンテンツ海外展開関連部分） 

（１）ＫＰＩの主な進捗状況《ＫＰＩ》 

 「２０１８年度までに放送コンテンツ関連海外市場売上高を現在（２０１０年

度）の約３倍に増加させる。」 

  ⇒放送コンテンツ関連海外市場売上高（うちテレビ番組の輸出額）は 

    ２０１０年度：６２．５億円→２０１２年度：６２．２億円 

（２）施策の主な進捗状況 

 （クールジャパン機構の設立等） 

 ・クールジャパンについては、昨年１１月に（株）海外需要開拓支援機構（ク

ールジャパン機構）が設立され関係機関等との連携を強化しているところ。

また、昨年８月に放送コンテンツの海外展開をサポートする業界横断的組織

放送コンテンツ

の海外展開

日本の技術・産業製品

日本のファッション

日本の文化、伝統

日本への観光誘致

クールジャパン

ビジットジャパン

地方の創生

各国における

“日本ブーム”

の再興

コンテンツのニーズ向上・拡大
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が設立され、ＡＳＥＡＮ主要国を当面の主なターゲットとして魅力ある我が

国放送コンテンツの継続的放送に向けた取組を進めている。 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

 ②新たな政府横断的クールジャパン推進体制の構築 

 ・官民連携によるオールジャパン体制によりコンテンツ、文化芸術等の「日本

の魅力」を効果的に発信し、産業化に結び付けていくことが重要である。こ

のため、（中略）、海外における商業施設展開、コンテンツ配信等の事業に

分野・業界横断的に取り組むとともに、放送コンテンツの継続的放送と連携

して周辺産業の海外展開につなげるなど、新たな成功モデルの創出・展開を

行っていく。あわせて、国際的な情報発信力の強化を図るべく、海外におい

て発信力・影響力のある人の招へい、展示会場の新設・拡張の促進を行う。 

 

※詳細は別紙８－３、４参照 
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Ⅱ 海外情報発信強化に向けた意見等 

本検討会における構成員や関係者等からのプレゼンテーション、これらに基づく

意見交換等において、「外国人向けテレビ国際放送」及び「コンテンツの海外展開」

について、次のとおりの意見や指摘等があった。 

 

１ 外国人向けテレビ国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ） 

（１）実施体制 

ＮＨＫワールドＴＶのより一層の充実・強化を図っていく観点から、ＮＨＫワ

ールドＴＶの実施体制全般について、次のような意見や指摘等があった。 

・ 国際放送に関連する報道や情報番組を担当する部署が、国際放送局のほか複

数の局（報道局、制作局、地域放送局等）にまたがる中、それらの部署の連携

が不足している。 

・ 海外総局及び支局は、国内放送向けを中心とした人員配置となっており、国

際放送専門の人員体制が不足している。 

・ 英仏中の国際放送においては、多様な国籍の人材を登用しているが、ＮＨＫ

ワールドＴＶに関しては、ＮＨＫ・ＪＩＢ役職員、特派員とも、外国人はわず

かである。 

・ 国際放送のための独自採用はなく、海外特派員が帰国したときに活躍できる

場が少ない。 

・ 特派員の数が減ると同時に、外国特派員のレベルが下がってきているように

感じる。 

・ 海外の優秀な人材をもっと多く登用するとよい。現地レポーターを活用する

こともとてもよい。 

・ ＢＢＣワールドサービスは外国人を含めた様々なバックグラウンドを持った

スタッフの存在が、一方的なメッセージの発信ではなく双方向的で国際的に共

有される情報発信とソフト・パワーの源となっている。 

 

① 放送 

ＮＨＫワールドＴＶを認知し、実際に視聴してもらい、継続的な視聴者を増や

していくためには、海外の視聴者のニーズや期待をより一層踏まえた取組の充実

が重要である。 

これまでも、ＮＨＫワールドＴＶは、英語ニュースの強化、基本編成枠の拡大

と充実、情報番組の番組数の拡大などの取組を進めてきている。 

しかしながら、近年の国際情勢や我が国を巡る状況、諸外国のテレビ国際放送

の強化の動向、情報通信技術の革新、ＢＢＣやＣＮＮ等と比較した認知度の状況

などＮＨＫワールドＴＶの置かれた現状を踏まえると、なお一層の取組と工夫が

必要であり、そうした観点から、具体的には次のような意見や指摘等があった。 
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（総論） 

・ ＮＨＫワールドＴＶは、ＣＮＮ、ＢＢＣ、アルジャジーラ、ＣＣＴＶ等の

テレビ国際放送に比べて存在感が低い。 

・ 日本そのものの発信力をいかに高めるかがポイントである。日本が何を発

信していくのか明確にする必要がある。 

・ 放送を我が国から世界に対する情報発信の有効かつ重要なツールと改めて

捉え、放送コンテンツの国際展開を含め、いわば国家戦略の一環として、こ

れを最大限活用することが重要である。 

・ ６０～９０年代においては日本の経済力が情報発信力の根源にあったが、

今は異なる。日本の存在感を世界に知らしめるような情報を発信すべきであ

る。 

・ 「日本の国益」ということをやり過ぎると、宣伝のように見える。 

・ ＮＨＫには表現の自由、報道の自由が確保されていることがＣＣＴＶと決

定的に異なる点であり、そのことを世界に示すことにも意味がある。 
 

（目指すべき方向性） 

・ もっと日本という国の文化や政治、ローカルな問題など、日本のあるがま

まを見せた方がよい。日本がもっと世界から好意を持たれるような番組構成

にしていくべきである。 

・ 日本国にとって重要な課題、正確な日本の状況、日本の文化的背景や特徴

をポジティブに発信し、国際的な理解を醸成することが重要である。 

・ アジアの中心的な信頼できるニュースを常時放送するということを方針と

することが重要。アジアのＢＢＣのステータスを確保する努力が必要。 

・ ＮＨＫワールドは、完全なニュースチャンネルにした方がよい。 

・ ＮＨＫの主体的自由を確保しつつ、この検討会が設置された背景には、歴

史問題を含め、中韓によって間違った史実が反日工作として世界に喧伝され

ていることに対し日本がフェアにして有効な反論をできていないことに留意

する必要がある。 

・ ＢＢＣワールドサービスは、一方的なメッセージの発信ではなく、深い討

論番組を含め、双方向的で国際的に共有される考えを提示することで、英国

についての理解を向上させている（パブリック・ディプロマシー（ＰＤ））。 
 

（メディアミックス） 

・ ＮＨＫワールドＴＶでは、多様な情報番組とニュースが放送されているが、

限られたチャンネルの中、視聴者ターゲットをより明確化させる工夫が必要

である。 



17 

 

・ 世界の現地主要メディアやネットも含めた広い意味でのメディアミックス

を考え、その上で国際放送のあり方を考えていくべき。 
 

（多言語・字幕） 

・ 日本のテレビ国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ）は英語のみであるが、諸外

国では多言語放送の例も多い。（例：ＣＣＴＶは６言語、フランス２４は３言

語） 

・ テレビ国際放送の多言語化には、チャンネルや翻訳精度の確保が必要であ

る。 

・ 多言語化は自動翻訳を使ったネット配信により可能になるのではないか。

自動翻訳でリソースと翻訳の責任分界ができ、翻訳のための追加コストもな

くなる。 

・ 無理に英語音声による放送をするのではなく、音声は日本語にして英語の

字幕をつければよい。コスト削減にもつながる。 

・ 海外のホテルのロビーでは音声が出ておらず字幕が必要な場面もある。さ

らに、字幕データなら音声に変換もできる。 

・ 英語字幕は、ずっと画面を見ていなければならない点が問題。 
 

 

② インターネット活用 

ＮＨＫワールドＴＶでは、インターネットにより、放送と同時のライブストリ

ーミングを実施しており、スマートフォン・タブレット向けには、視聴に必要な

無料アプリも提供しているが、視聴者による利用は限定的で、放送の補完的な位

置付けに留まっている。インターネット時代を前提に、放送とインターネットが

連携し、それぞれの特徴を活かすため、ＮＨＫワールドＴＶのインターネット活

用をより積極的に進める必要があり、こうした観点から、具体的には次のような

意見や指摘等があった。 

・ フェイスブックなどソーシャルメディアも活用しているが、利用は限定的で

あり、もっと話題を提供するなど注目を集める工夫も行うべき。 

・ コンテンツの量的充実が必要だが、放送のチャンネル増は予算面や世界各地

でのチャンネル確保等の観点から困難であり、放送との連携も図りつつ、イン

ターネットのより一層の有効活用が必要である。 

・ ネット配信の強化が必要。また、メディアミックスも考えていくべき。 

・ 限られた放送チャンネルの中、放送の中では紹介程度の短縮版にとどめ、全

編版はネットで流し、そちらでの視聴を促すなど、情報番組はネットと連動さ

せていくのがよい。 
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③ 受信環境整備 

ＮＨＫワールドＴＶの受信環境整備については、テレビ国際放送を「外国人向

け（ＮＨＫワールドＴＶ）」と「邦人向け（ＮＨＫワールド・プレミアム）」に再

編して以降、視聴可能世帯数も約２７０万世帯（平成２０年３月）から約２億８

０００万世帯（平成２６年６月）へと大幅に増加し、一定の成果があったと評価

できる。しかしながら、ＮＨＫワールドＴＶの現状を踏まえると、今後より一層

の受信環境整備を進めていく必要があり、このような観点から、次のような意見

や指摘等があった。 

・ ＪＩＢ自体の海外拠点はない上、受信環境整備やプロモーション業務等は 

１０人程度の体制で海外営業経験に乏しいのが実態である。 

・ 外国に行ってホテルでＮＨＫが映らないのは寂しい。リアルタイムでテレビ

を見るとしたらホテル。 

・ 海外現地の視聴者の視聴実態に合わせた視聴しやすい配信方法の一層の展開

や海外主要ホテルでの取組強化が必要である。 

・ 多チャンネル放送が行われている海外の衛星・ケーブルテレビにおいて、Ｎ

ＨＫワールドＴＶはチャンネルが視聴者の目にとまりにくく、アクセシビリテ

ィが低い（例えば、チャンネル番号の数字が小さい方がアクセスが容易だが、

ＮＨＫワールドＴＶは一般に数字が大きい。）。 

・ 日本国内においても、ケーブルテレビやホテルへのなお一層の働きかけが必

要である。 

・ 日本国内でもＮＨＫワールドＴＶを多くの人に見てもらい、意見を聴くシス

テムを作ることが更なる発展につながる。 

 

（参考２４）ＮＨＫワールドＴＶの海外ホテル配信の現状 

アメリカ：約３０万室 

アジア（２１か国・地域）：約４万４０００室 

（このほか、地元のケーブルテレビ等経由で配信されているホテルもあるが、

数は不明。） 

※ＮＨＫワールド・プレミアム ７１か国・地域、約８１万室 

※詳細は別紙９参照 

 

（参考２５）諸外国のテレビ国際放送のホテル配信の現状 

ＢＢＣ：１８０万室 

フランス２４：１５０万室 

 

④ 認知度等 

ＮＨＫワールドＴＶの認知度は、ＮＨＫワールドＴＶの受信環境整備やプロモ

ーションを進めていく上でも基本となるものである。そして、認知度の向上に向

けて着実に取組を進めることが、実際にＮＨＫワールドＴＶを視聴してもらうこ

とにつながるものと考えられる。 
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このような観点から、ＮＨＫワールドＴＶの認知度の現状等について、次のよ

うな意見や指摘等があった。 

・ ＮＨＫワールドＴＶは、ＢＢＣ、ＣＮＮ、ＣＣＴＶ等のテレビ国際放送に比

べて認知度が低い（特に北米、欧州で顕著）。その結果、それらのテレビ国際放

送に比べて存在感も薄い。 

・ プロモーション等の取組は行われているが、何故認知度が高まらないのか、

その原因の分析や、そもそもの海外各地での視聴実態やニーズの把握がなお不

十分なのではないか。 

・ ＮＨＫワールドＴＶの国内における認知度も依然低い。衛星放送を活用して、

国内で放送すれば認知度向上に役立つ。 

 

 

（２）財源 

テレビ国際放送の財源については、ここ数年増額されてきているが、テレビ国

際放送の充実・強化を進めていく観点から、次のような意見や指摘等があった。 

・ テレビ国際放送の充実・強化のためには、受信料財源による更なる資金の

投入が必要であるが、あわせて、そのための国民の理解の醸成が必要である。 

・ 海外情報発信の財源充実の前提として、その実施に関する組織体制に対す

る厳しい見直しを行うことも必要である。 

・ 国家戦略にも関わるところであり、国としても必要な支援を強化していく

必要があるのではないか。 

 

 

（３）ＮＨＫ・ＪＩＢの役割・組織の在り方 

ＮＨＫワールドＴＶのより一層の充実・強化を強力に進めていく観点から、そ

の具体的な取組の実施を担うＮＨＫやＪＩＢの役割・組織の在り方について、次

のような意見や指摘等があった。 

・ 外国人向け国際番組は本来、国内番組とは視聴対象・制作手法、送信の仕

組みが異なるが、ＮＨＫは国内放送中心であり、その結果、ＪＩＢを含めた

ＮＨＫの国際放送部門は、本来必要な強力な主体性を持って事業展開を行う

ことになっていないのではないか。 

・ ＪＩＢ独自の海外拠点はなく、体制が弱く、必要な人材も確保できていな

いのではないか。 

・ 世界の現地主要メディアとの連携も不十分である。 

・ 国からも資金を投じて、ＪＩＢの体制・機能を抜本的に強化すべき。 
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なお、総務省が在外公館等を通じて行ったＮＨＫワールドＴＶに関する海外有

識者ヒアリングの結果は別紙１０のとおりである。 

 

（参考２６）総務省が在外公館等を通じて行ったＮＨＫワールドＴＶに関する海外有

識者ヒアリングの概要 

 ＜調査概要＞ 

【調査対象地域】 

アメリカ（ワシントン）、イギリス、フランス、ドイツ、スイス、ベルギー、イン

ドネシア、シンガポール、ブラジル、ペルー、パラグアイ（計１１カ国） 

【調査項目】 

（他の主要国テレビ国際放送と比較して、）ＮＨＫワールドＴＶの認知度や評価、

期待する点について調査 

【調査対象・人数】 

対象地域の財界人、学者、シンクタンク、政府関係者等の合計３０名 

 ※調査結果は別紙１０参照 

 

２ コンテンツ海外展開 

コンテンツの海外展開については、現在、国家戦略の一環として、総務省の事業

（平成２５年度補正予算「放送コンテンツ海外展開強化促進モデル事業」）も活用

しながら、ＢＥＡＪを中心に各放送局、ケーブルテレビ局、番組制作事業者等の関

係機関が連携して、東南アジアを中心に積極的な取組が展開されているところであ

るが、こうした取組と相まった海外情報発信強化の観点から、次のような意見や指

摘等があった。 

・ 日本の四季や自然など、ＮＨＫには英語にして海外に発信すべき番組はたく

さんある。 

・ インターネット配信を含めた海外展開ができるような権利処理の円滑化が課

題である。 

・ 韓国は国家戦略として韓流ブームをつくり、文化と産業をセットで輸出して

いる。 

・ 世界への番組販売は、日本より韓国の方が相当多い。ポップカルチャーも含

めてどういうものを外に出していくか考えるべき。 

・ 地方には（一度放送されただけでその後活用されない）埋もれたコンテンツ

がたくさんある。現状では地方発のコンテンツの海外展開が不十分である。 

・ 観光客の誘致、地方の地場産業等の周辺産業との連携、日本の伝統・文化の

紹介といった幅広い観点でのコンテンツの制作・発信が必要である。 

・ 日本コンテンツの一方的な発信だけでなく、海外の現地ニーズを踏まえた発

信に向けた取組が重要である。  
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Ⅲ 考えられる海外情報発信強化の方向性 

以上の諸点を踏まえ、本検討会として取りまとめた、「考えられる海外情報発信

強化の方向性」は以下のとおりである。 

ＮＨＫ、総務省及びその他の関係機関においては、これらを参考に、海外情報発

信強化に向けて、相互によく連携して可能なものから速やかに、必要な取組を一層

推進し、各種の取組の効果を相乗的に発揮しつつ、我が国の海外情報発信の強化・

充実の実現に大きく寄与していくことを期待する。 

 

 

１ 外国人向けテレビ国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ） 

（１）実施体制 

現在のＮＨＫワールドＴＶの実施体制全般については、Ⅱで述べたとおり、関

連部局間の連携不足、海外総局・支局、ＪＩＢを含めた国際放送専門の人員体制

不足、海外の優秀な人材採用の必要性、国際放送や海外特派員経験を活かす人材

登用・育成の必要性などの意見や指摘等があったところである。 

こうした点を踏まえつつ、例えば、次のような取組などを通じて、ＮＨＫの国

際放送部門における人材や実施体制に厚みを持たせることが考えられる。 

・ ＮＨＫ内の組織間の垣根を越えて、限られた人的・物的資源の有効活用を

進め、効果的・効率的な実施体制を構築する。 

・ アジア発のニュース・情報発信の質的向上を図るため、東南アジアにおけ

る取材拠点を充実させる。 

・ 海外取材拠点等の実施部門を中心に効果的に外国人を登用する。 

・ 国際放送を当初から念頭に置いた職員の採用、人材育成、幹部役職員など

への登用を進める。 

 

① 放送 

ＮＨＫワールドＴＶについては、その充実・強化の観点から、Ⅱで述べたとお

り、様々な観点からの意見や指摘等があったところである。こうした点を踏まえ

つつ、例えば次のような取組などを通じて、その発信力を高め、世界におけるそ

の存在感・認知度を高め、海外、そして、訪日する外国人や日本在住の外国人を

含めより多くの視聴者に見ていただける一層の改善や工夫を凝らすことが期待さ

れる。 

・ 国際的な認知度等を高めていく上で、ＢＢＣやＣＮＮにない、ＮＨＫワー

ルドＴＶならではの強み、特徴、良さを打ち出す。その一環として、世界の

オピニオンリーダー等を念頭に、「ＮＨＫワールドＴＶ＝アジア情報を発信す

る信頼できる代表的な国際放送」との世界的な評価の確立を目指し、アジア

発のニュース・情報発信の質的向上を図る。 

・ こうした中、Ⅱ１（１）①の（総論）及び（目指すべき方向性）にあるよ
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うな意見や指摘等も参考としつつ、我が国の自然・文化や社会・経済・地域

のありのままの姿はもとより、我が国の重要な政策及び国際問題に対する公

的見解を正しく伝えることにより、我が国に対する正しい認識・理解・関心

を培い、普及させる。 

・  今後のＮＨＫワールドＴＶの方向性については、①現行どおり、ニュース

と情報番組を放送する、②ニュースに特化した放送とするという２つの考え

方があるが、まずは、原則、上記①の番組構成のもとで、世界各地ごとに十

分なマーケティング調査を行いつつ、 

 （ア）インターネットを活用した「２４時間ニュース」配信 

 （イ）放送により情報番組の一部のみを紹介し、当該番組全体はインターネ

ット配信 

等の取組を試行的に行い、視聴者の反応を見つつ、検討する。 

・  世界各地のより多くの視聴者にＮＨＫワールドＴＶの番組素材を見ていた

だくとともに、ＮＨＫワールドＴＶの認知度を高め、ＮＨＫワールドＴＶの

視聴へいざなう観点から、世界各地ごとのマーケティング調査結果等に基づ

きつつ、ＮＨＫワールドＴＶのニュース素材等を世界の現地放送局等へ提供

し、現地語で放送してもらう取組を強化する。 

・ テレビ国際放送について、英語だけでなく、実際に視聴される地域の言語

を字幕等により付加する多言語化に向けた取組を段階的に進めることや、イ

ンターネットを活用する場合においても多言語で配信する取組を進める。 

・ ＮＨＫにおいて、字幕の自動翻訳技術の試行について検討を行う。 

 

なお、ＮＨＫワールドＴＶの多言語化に向けた取組を支援するため、総務省で

は、平成２６年度一般会計補正予算政府原案（平成２７年１月９日閣議決定）に

おいて、２．９億円を計上したところである。（※別紙１１参照） 

 

② インターネットの活用 

ＮＨＫでは、インターネットを活用し、ＮＨＫワールドＴＶの放送と同時のラ

イブストリーミング配信や最新のニュース情報をオンデマンド配信するとともに、

番組ＰＲ等を行っているが、現状では、放送の補完的な位置付けに留まっている。

フェイスブックなどのソーシャルメディアなどのフォロワー数を見ても、ＢＢＣ

やＣＮＮと比べてＮＨＫワールドＴＶは低調である。 

一方、諸外国のテレビ国際放送においては、インターネットをより積極的に活

用することにより、㋐伝送路（放送、インターネット）、㋑端末（テレビ、パソコ

ン、タブレット、スマートフォン）、㋒視聴形態（放送、ビデオオンデマンド（Ｖ

ＯＤ））の多様化が急速に進展している。 

このような状況を踏まえ、ＮＨＫワールドＴＶに関するインターネットやソー

シャルメディアの活用について、例えば次の取組を進めることが肝要であると考

えられる。 

・ 視聴者の注目を集める話題性のあるコンテンツを外部プラットフォーム（イ



23 

 

ンターネット動画配信サイト等）を通じて配信したり、ソーシャルメディア

により広める。 

・ ＮＨＫワールドＴＶの放送番組のインターネット配信については、 

 （ア）インターネットを活用した「２４時間ニュース」配信 

 （イ）情報番組は、インターネットを活用し、放送と同時にライブストリー

ミング配信を行うとともに、放送後オンデマンドでも配信（オンデマン

ド配信される番組は、一部を放送で紹介） 

等の取組を試行的に行い、放送とインターネットの連携を推進する。 

 

③ 受信環境整備 

ＮＨＫワールドＴＶは３基の基幹衛星（インテルサット衛星）により全世界を

概ねカバーしているが、受信には数メートル規模のアンテナが必要であることか

ら、実際に視聴するためには地域ごとの衛星による多チャンネル放送やケーブル

テレビ等において専用のチャンネルを確保すること等（受信環境整備）が不可欠

である。 

この受信環境整備については、これまで、海外の衛星事業者やケーブルテレビ

事業者への働きかけによりチャンネルを確保し、視聴可能世帯数の拡大を進めて

きたが、必ずしも実際の視聴に結びついていないことが前述のＮＨＫワールドＴ

Ｖの視聴実態調査の結果から明らかとなっている。 

このため、今後は、ＮＨＫワールドＴＶを実際に視聴して、継続的な視聴者に

なってもらえるよう、各地域の特性や視聴者のニーズなどを踏まえた、より一層

きめ細やかな受信環境の整備を進めていくことが必要である。 

また、現在、日本国内在住の外国人は約２００万人（平成２５年末現在）、訪日

外国人は年間約１３００万人（平成２６年）となっており、今後、更なる増加が

期待されている。このため、これらの国内在住又は滞在の外国人のＮＨＫワール

ドＴＶの視聴機会の確保・充実に向け、一層の国内受信環境の整備を図っていく

ことも重要である。 

以上のような点やⅡで述べたような意見や指摘等を踏まえ、ＮＨＫワールドＴ

Ｖの国内外の受信環境を更に充実させていく上で、例えば次の取組を進めること

が適当である。 

・ 海外における受信環境整備は、諸外国のテレビ国際放送との競合環境の中、

現地の衛星会社やケーブルテレビ局との粘り強い交渉を要するところである。

このため、より有利な条件で、かつ、アクセシビリティが高いチャンネルを確

保していく上で、シニア世代も含め、海外営業経験の豊かな人材で構成される

専門の海外営業チームをＪＩＢにつくるなどの体制整備を図る。 

・ 受信環境整備については、特に、世界のオピニオンリーダーが多く集まる、

あるいは国際機関等が多く所在する都市（ワシントン、ニューヨーク、パリ、

ジュネーブ等）や、我が国が属するアジア地域において、重点的に取組を強化

する。 

・ 多チャンネル放送が行われている海外の衛星・ケーブルテレビにおいて、視
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聴者の目にとまりやすく、アクセシビリティの高いチャンネル番号の確保に努

める。 

・ 国内のケーブルテレビや衛星放送、インターネット等を通じて、ＮＨＫワー

ルドＴＶを国内で視聴可能とするための取組を強化することが期待される。そ

の際、訪日外国人の増加が見込まれる２０２０年の東京オリンピック・パラリ

ンピックも念頭に置きつつ、上記のケーブルテレビや衛星放送の活用を含め、

国内ホテルでの受信環境整備を推進する。 

・ 受信環境整備には多額の費用がかかることから、国においても、受信環境整

備等のための支援を行う。 

この点、ＮＨＫにおけるＮＨＫワールドＴＶの受信環境整備の取組を支援す

るため、総務省では、平成２７年度一般会計予算政府原案（平成２７年１月 

１４日閣議決定）において０．９億円を計上するとともに、新たに諸外国にお

ける放送基盤の整備や放送コンテンツの海外展開等を行う事業拠点に対し支援

するため、平成２７年度産業投資特別会計からの出資２００億円を計上し、そ

の一環として、ＮＨＫワールドＴＶの受信環境整備に向けた取組を支援するこ

ととしている。 

（※別紙１２－１、２参照） 

 

④ 認知度等 

ＮＨＫワールドＴＶを実際に視聴してもらい、継続的な視聴者になってもらう

ためには、その前提として、ＮＨＫワールドＴＶが国際的に広く認知されること

が不可欠である。 

この点、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まり、今

後、世界の注目が我が国に集まることは、ＮＨＫワールドＴＶの認知度向上にお

いて良い契機になると考えられる。 

これらを踏まえ、ＮＨＫワールドＴＶの認知度向上について、例えば次の取組

を行うことが適当であると考えられる。 

・ 国際空港でのプロモーション視聴、各国の現地イベント、インターネットを

活用したイベント等を通じた取組等により、プロモーション活動を更に強化す

る。 

・ 世界各地ごとのマーケティング調査結果等に基づきつつ、ＮＨＫワールドＴ

Ｖのニュース素材等を世界の現地放送局等へ提供し、現地語で放送してもらう

取組を強化する（再掲）。これにより、ＮＨＫワールドＴＶの発信力・世界の現

地放送局等を通じた視聴者へのリーチ（接触）を高め、存在感・認知度の向上

を図る。 

・ 国においても、ＮＨＫワールドＴＶの認知度向上に向け、プロモーション活

動強化のための支援を行う。 

この点、ＮＨＫワールドＴＶの認知度向上に向けたプロモーション活動の推

進の取組を支援するため、総務省では、平成２６年度一般会計補正予算政府原

案（平成２７年１月９日閣議決定）において１．０億円を計上したところであ
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る。（※別紙１１参照） 

（参考２７）平成２５年度のＮＨＫのプロモーション経費：４．４億円（実績） 

 

 

（２）財源 

ＮＨＫの国際放送関係経費は、Ⅰの現状で述べたとおり、近年、増加傾向にあ

り、特に２０１０年以降、特にＮＨＫワールドＴＶの充実・強化に必要な関係経

費を増強してきている。その結果、国際放送関係経費（人件費、減価償却費を含

む。）のＮＨＫ受信料収入に占める割合は、２０１４年度において概ね３％となっ

ている。 

一方、Ⅲ１（１）で述べたような取組によりＮＨＫワールドＴＶの充実・強化

を図っていくためには、一定の更なる財源確保も必要となるところである。 

このため、Ⅱで述べたような意見や指摘等を踏まえつつ、次のような点を前提

として、今後３年間において、国際放送関係経費（人件費、減価償却費を含む。）

のＮＨＫ受信料収入に占める割合５％を目途として、必要な財源を確保すること

が適当と考えられる。 

・ ＮＨＫワールドＴＶの効果的・効率的な実施体制の確保 

・ 国内でのＮＨＫワールドＴＶの受信環境の充実による、受信料を負担する国

内受信者のＮＨＫワールドＴＶの役割や意義に対する理解の醸成や外国語学習

等への寄与 

 

また、ＮＨＫワールドＴＶの充実・強化については、国においても、必要な支

援の充実を図るべきである。 

この点、既に述べたとおり、総務省において、ＮＨＫワールドＴＶの充実・強

化の支援策について、平成２６年度一般会計補正予算政府原案及び平成２７年度

一般会計予算政府原案合わせて新たに約５億円を計上し、国際放送に関する要請

放送交付金として計３９．３億円を計上したところである。また、新たに諸外国

における放送基盤の整備や放送コンテンツの海外展開等を行う事業拠点を支援す

るため、平成２７年度産業投資特別会計からの出資２００億円を計上し、その一

環として、ＮＨＫワールドＴＶの受信環境整備に向けた取組を支援することとし

ている。 

なお、平成２７年度ＮＨＫ収支予算においては、テレビ国際放送を強化するた

め、約２７９億円（平成２６年度比約６５億円増）を国際放送関係経費に充てる

こととしているが、これはＮＨＫ受信料収入の４．２％に相当する。 

 

 

（３）ＮＨＫ・ＪＩＢの役割や組織の在り方 

ＮＨＫワールドＴＶに係る各種の具体的な取組の実施を担うＮＨＫとＪＩＢの

体制等の在り方については、Ⅱで述べたとおり、様々な指摘があったところであ

る。これらの指摘も踏まえつつ、ＮＨＫワールドＴＶの充実・強化に向けて必要

な取組を迅速かつ効果的に推進していく上で、国際放送部門の主体性をしっかり
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確保するという観点から、ＮＨＫ本体（国際放送局）と連携しつつ、例えば、次

のような取組により、まずはＪＩＢの機能・体制を抜本的に強化することが肝要

と考えられる。 

① 受信環境整備及びマーケティングの推進体制を強化。例えば、シニア世

代も含め、海外営業経験の豊かな人材で構成される専門の海外営業チーム

をＪＩＢにつくるなどの体制整備（再掲） 

② ＮＨＫワールドＴＶの番組制作を全部受託し、ＪＩＢの管理の下、その

他の番組制作事業者に業務委託する枠組みを構築 

③ ＮＨＫワールドＴＶのニュース素材をＪＩＢを通じて世界の放送事業者

等へ提供 

④ 人事体制の見直し 

⑤ 産投出資の活用（既に述べた平成２７年度産業投資特別会計からの出資

２００億円の活用） 

・ その上で、組織体制の抜本的見直しや、法制度面を含む見直しの要否は、さ

らに引き続き検討を行う。 

 

 

２ コンテンツの海外展開 

「放送コンテンツの海外展開」は、単なる放送番組の海外への輸出にとどまらず、

日本の技術や文化、伝統、地方の魅力などを分かりやすく伝えることで日本の真の

姿や日本人の心を世界の人々に知ってもらう上で大変重要な取組であり、諸外国と

の友好関係の基盤となる日本語・日本文化の普及を促進し、対日理解・親近感の効

果的な増進という側面からも重要な役割を果たすことが期待される。 

また、海外において様々な分野で日本ブームを創出し、日本の製品・サービスへ

の好影響・海外需要の創出や訪日外国人観光客の増加といった波及効果が期待でき、

国家戦略としての「クールジャパン戦略」や「ビジットジャパン戦略」、さらには

「地方の創生」にも大きく貢献することが期待される。 

以上のような観点から、現在ＢＥＡＪが核となり放送コンテンツの海外展開を戦

略的に推進しているところであるが、こうした取組の一環として、教育・教養番組

やドキュメンタリー番組をはじめとしたＮＨＫの優れたコンテンツの積極的な海

外展開を促進することは、国際社会における日本のプレゼンスを高め、我が国の魅

力や考え方を広めて日本に対する理解を深めてもらうという意味では、ＮＨＫワー

ルドＴＶと軸を同じくするものであり、ＮＨＫブランドひいてはＮＨＫワールドＴ

Ｖのブランドの国際的浸透にも有効であると考えられる。 

したがって、このような認識に立って、ＮＨＫのコンテンツ海外展開についても、

例えば、次のような取組を進めていくことが考えられる。 

・ 当初から海外展開を念頭においた番組制作を図る。 
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・ 相手国のニーズを踏まえた発信を確保するため国際共同制作を一層推進。 

・ 権利者団体と調整し権利処理手続の一層の簡素化・円滑化に取り組むことによ

り、既に放送した番組も含めた番組の外国放送事業者への提供の拡大を図る。 

・ アジアの各国・地域に加え、中南米等の新興国に対しても積極的な海外展開を

推進。 

・ 国としても、国内外の関係機関などとも密接に協調の上、海外展開の戦略的か

つ総合的な支援事業の展開を図る。 

 この点、平成２６年度一般会計補正予算政府原案で、総務省、外務省、経済産

業省、観光庁が連携して取り組む「地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海

外展開支援事業」において、総額１０９．９億円の予算が計上されたところであ

り、今後４省庁及びＢＥＡＪ、国際交流基金等が連携して放送コンテンツの戦略

的な海外展開を促進していくこととしている。 

 

（参考２８）海外展開の総合的な支援のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 


